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１ ＳＮＳ上の投資に関する広告は疑う！

２ 振込先が個人名義の場合は絶対に振り込まない！

３ 金融商品取引業者等に登録されているか確認！

※ 有名人の画像を無断使用したり、生成ＡＩで偽動画を作成したりする広告もあります。

※ 通常の株取引き等で個人名義の口座に入金することはありません。

※ 無登録での金融商品取引は違法です。金融庁のHPで確認しましょう。

※ 投資にはリスクがつきものです。「必ずもうかる」ことはありません。

「必ずもうかる」 「有名人がやっている」はウソ！

振込んでしまうと
被害回復は困難！

～無登録業者との取引は高リスク～


